
＜学校教育目標＞学ぶ楽しさ 遊ぶ楽しさ つながる楽しさ 

＜本校の目指す子ども像＞ 自分大好き・友だち大好き・学校大好き 

◆主体的に学習に取り組み、よく考える子◆認め合い、励まし合って仲良くする子◆運動に親しみ、健康で安全な生活を営む子 
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新型コロナウイルス感染症への対応についての変更 

４月１２日に豊中市教育委員会から新型コロナウイルス感染症にかかわる学校教

育活動についての通知がありました。（内容は学校連絡メールで送信しています） 

そこでは本人と同居家族の体調不良時における登校の取扱いについて以下の点で

変更がありましたのでご確認をお願いします。 

 

 今まで  新たな通知 

子ども本人や同居家族

に発熱やせき等のかぜ

症状があるとき 

本人ときょうだいも

登校をひかえる 

本人は登校をひかえるが、 

きょうだいは登校してよい 

子ども本人や同居家族

がＰＣＲ検査をうける

ことになったとき 

本人ときょうだいも

結果がでるまで登校

をひかえる 

変更なし 

 

★変更点のイメージ★ 

 

きょうだいの１人が発熱しても… 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、体調不良の児童がその日に病院を受診して、ＰＣＲ検査を受けることに

なった場合、登校しているきょうだいはお迎えにきていただくことになりますので、

朝の時点で、体調不良の児童がＰＣＲ検査を受ける可能性がある場合は、きょうだ

いも登校をひかえるようお願いします。 

 

学校だより 

←他のきょうだいは、

症状がなければ登校 

してよい。 

注意 



公用携帯電話について 

学校には公用の携帯電話があります。学校から保護者の皆様に電話でご連絡をす

る場合は固定電話に加え、この携帯電話を使用することがありますので、携帯電話

等に学校の電話番号として登録をお願いします。 

 なお、朝の登校時間帯や授業時間帯は職員室に担任が不在であるため、保護者の

方から公用携帯電話にかかってきた電話に出ることが難しくなります。保護者の皆

様から学校に電話をする場合は、これまで通り固定電話にご連絡をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

携帯電話の学校への持ち込みについて 

令和２年１月に豊中市教育委員会から携帯電話の取扱いに関する方針が出されま

した。このことにともない、本校では、やむを得ず子どもが携帯電話を学校に持込

む場合は、年度ごとに毎年「同意確認書」を提出いただくこととします。所定の用

紙がありますので担任に申し出てください。昨年度まで学校から許可をもらってい

た場合も「同意確認書」の提出が必要ですので、担任に申し出てください。 

 

豊中市立小中学校における携帯電話の取扱いに関する方針（抜粋） 

本市の小中学校における携帯電話の取扱いについては、児童生徒の携帯電話の持

込みを従来どおり「原則禁止」とする。携帯電話を緊急の連絡手段とせざるを得

ない場合などやむを得ない事情がある場合には、校長の判断により、例外的に認

めるものとする。 

 

お知らせとお願い 

○朝の電話対応時間は、８時からです。欠席連絡は８時以降にお願いします。 

「コドモン」による欠席の受付はまだです。案内があるまでお待ちください。 

○朝の登校は８時から８時２０分の間に学校に着くようにしてください。 

 ８時３０分を過ぎて登校する児童も見られます。登校時間に間に合うように、 

お家から送り出していただきますようよろしくお願いします。 

 

公用携帯電話番号 

０７０－２４４８－６４１５ 

０９０－３８２２－９７２４ 

０９０－３８２２－９８６９ 

０９０－３８２３－００２６ 

固定電話番号 ０６－６８６３－６０２５ 


